
Q 税額決定通知書に した従業員が記載されていますがな か？

よく る

●異動届出

職された方について、「給与支払報告・特別徴収に る給与所得者 出書」（以下、「 」といいます。）を
すでに 市に提出いただいている場合でも、 期によ その が 書に されていない場合が ります。

この場合は、 日、 の内容を した をお送りしますので、お ですが、退職された の
額を いて 書を （P.５参照）のうえ、 していただきますよう いします。

なお、 書を提出いただいた時期によっては、 き いにより、 等が送られる場合がありますので、あらか
ご了承ください。
また、 職された方が、 ６年中に他市 から 市に された場合、 前の市 には 出書を提出

されたものの、 市には提出されていない場合も えられます。 ７年１月１日現在に 市にお まいの方に

●

退職された に いて、電子申告（eLTAX：裏表紙参照）または郵送等により異動届出書を提出する必要が ります。
詳しくはP.7・P.8をご確認ください。
毎月 10 日までに受け付けした 書について、 に、 書の内容を した 書を

お送りします。

Q 税額決定通知書に記載されていない従業員がいますがな ですか？

●

従業員等の の１ １ 在の 所をご いただき、該当の か れた 額 通 書の記載
をご ください。
また、提出いただいた給与支払報告書に記載された 所が、 市で している 所 に のある ）

と しない場合、従業員等 事業主（給与支払者）の方に書 をお送りし、 地の確認をさせていただく場合があります。
地の確認の書 を受け られた場合は、 かにご回 いただきますよ 、お いいたします。

このよ に、事 の き途中となっている場合な も、税額 通 書への記載を っていませんので、現時 で
お送りしている 通 書の内容によって特別徴収をお いいたします。事 きの 、 の方の

をお送りします。

●

給与支払報告書の提出期限（毎年１月 31 、 日または 日のときは、その翌 ））を過ぎて
提出された場合は、 書に が できていない場合が ります。また、 に給与支払報告書を
提出されていない場合は、 やかに提出してください。事務 きの 、翌年５月までの りの月 で年税額を分けて、

の方の税額 通 書をお送りします。
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　市民税・府民税・森林環境税は１月１日にお住まいの市町村にて課税することとされており、従業員等の方が１月１
日現在において大阪市以外の市町村にお住まいであることが判明した場合は、大阪市に提出いただいた給与支払報告書
を、大阪市から該当の市町村へ転送しています。（給与支払報告書の作成時は住所の記載にご注意ください。）

■ 従業員等の皆さまへのお知らせ

３月 18 日（火）以降に所得税の確定申告書または市民税・府民税の申告書を提出された場合は、

毎年、お勤め先へ提出いただく「給与所得者の扶養控除等申告書」や「給与所得者の配偶者控除等申告書」の申告内容
に誤りがあると、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障がい者控除等の所得控除の適用が認められず、
年度途中において、所得税や市民税・府民税が増額となる場合があります。

前年中に、給与以外の収入（所得）があった場合で、ご自宅に納税通知書が届いた方は、他の収入（所得）に対する
税額について、給与から差し引かれる特別徴収税額とは別に、納付書等により直接納めていただく必要があります。
この場合は、第１期～第４期の４回払いとなりますので、各納期限までに金融機関・コンビニエンスストア等で納めてください。

●特別徴収に切替できます

納期限が到来していない税額については、お勤め先を通じて「特別徴収切替届出（依頼）書」を提出いただくことにより、お勤め
先の税額に合算して給与から差し引き（特別徴収）することができます。 大阪市 特別徴収切替 検索

●申告の際に選択できます

翌年度以降、所得税の確定申告の際に、確定申告書の第２表「住民税に関する事項」欄において、「給与から差し引き」を
選択していただくことにより、お勤め先の税額に合算して給与から差し引き（特別徴収）させていただくことができます。

前年中の所得金額が一定額以下であるなどの要件に該当し、失業や大幅な所得減少、災害などの特別な事情により
全額負担が困難と認められる場合に限り、申請期限までの申請により収入・資産状況等を審査のうえ、減額・免除される
ことがあります。詳しくは大阪市ホームページをご確認ください。 大阪市 市民税 減免 検索

　大阪市内のすべての市税事務所、区役所・区役所出張所等で発行しています。
　令和７年度（令和６年分所得）の課税（所得）証明書の発行開始日は次のとおりです。
　●特別徴収の税額（給与から差し引かれる税額）のみの方・・・令和７年５月 20 日から発行します。
　（注）コンビニ交付サービスを利用される場合は、令和７年６月１日からの発行となります。
　●上記以外の方（納付書で納付する税額がある方など）･･･令和７年６月２日から発行します。

従業員等の方が、大阪市外・海外事業所への転勤・派遣等や在留期間満了等の退職により市外転出・出国（帰国）される
場合で、未徴収税額を一括徴収できない場合には、未徴収税額の納税に関する事項を処理いただく方（納税管理人）を定め、
大阪市へ申告・申請いただく必要があります。 大阪市 納税管理人の申告 検索

税額決定通知書の見方

所得控除（配偶者控除・扶養控除、障がい者控除など）について

ご自宅に納税通知書が届いた方へ

市民税・府民税・森林環境税の減額・免除について

課税（所得）証明書の発行について

市外転出・出国に伴う納税管理人の申告

大阪市 市民税 通知書類 検索

申告内容が通知書に反映されていないことがあります。申告内容を反映のうえ、特別徴収税額に変更がある
場合には、後日、７月分（８月12日納期限）以降の税額を変更して通知書をお送りします。
　なお、お勤め先が電子データでの受取を選択されている場合は、大阪市ホームページ（検索は右上参照）
をご確認ください。
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⑤には、寄附金税額控除額15,002円、
住宅借入金等控除額53,950円が含まれます。

控除対象配偶者の有無、扶養親族の人数内訳、
本人該当区分の該当欄に＊または人数を表示

寄附金税額控除等の合計額
令和７年度
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Q９ 税額変更後の税額が既に納入した税額を下回った場合は、その差額はどうなり
ますか？

Q７ 従業員の氏名や住所が変更になったのですが、特別徴収にかかる手続きは必要
ですか？

Q８ 税額変更前の税額で既に納入済みなのですが、追加で差額分の納入が必要と
なった場合はどうすればよいですか？

Q10 特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）を書面受取としているが、電子データ
（副本）の受け取りもしたい。

Q11 特別徴収税額通知の受取方法を変更したい。

Q12 税通帳票ファイル（特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子データ）を開く
ことができない。

Q13 特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）の電子データが届いたが、特別徴収
税額通知（納税義務者用）の電子データが届いていない。

特別徴収義務者（給与支払者）において特別徴収にかかる手続きは必要ありません。（異動届出書などの提出も不
要です。）

税額決定通知書に同封する納入書の束の最後に、対象月および納入金額が未記入の納入書を添付していますので、
対象月および納入金額を記入のうえ差額分を納入してください。

その差額（納め過ぎとなった額）を特別徴収義務者（給与支払者）へ還付しますので、特別徴収義務者（給与支
払者）から納税者（従業員等）へ還付していただきますようお願いします。
なお、特別徴収義務者（給与支払者）からの申出に基づき、納税者（従業員等）への直接還付に切り替えることが

できますので、還付事務を担当する船場法人市税事務所収納管理グループ（電話 06-4705-2931）までご連絡ください。
ただし、従業員等（納税義務者）もしくは給与支払者（特別徴収義務者）に未納等がありましたら、還付できない

場合もありますのでご注意ください。
（注）令和６年度以前分（過年度分）の特別徴収税額が納め過ぎとなった場合は、還付通知書・還付請求書を納税

者（従業員等）にお送りし、直接還付いたします。

税制改正により特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）の電子データ（副本）は廃止されたため、電子データ
（副本）を作成しておりません。

「特別徴収税額通知受取方法変更届」（P.22）を大阪市船場法人市税事務所個人市民税（特別徴収）グループ
へ提出してください。

セキュリティ強度の観点から AES256 暗号化方式によりファイルが暗号化されており、Windows 標準のアプリケーション
では復号化できないため、対応するアプリケーションのインストールが必要となります。

特別徴収税額通知（納税義務者用）については、処理の集中等により、特別徴収税額通知（特別徴収義務者
用）よりも数日遅れて届く可能性がありますので、ご了承ください。

ホームページには、上記の他にも詳細な Q＆A を掲載していますので、

お問い合わせの前に、ご確認ください。 大阪市 特別徴収 Q＆A 検索

Q４ 新たに特別徴収に切り替えたい従業員がいますがどうすればよいですか？

Q５ 税額決定通知書の送付先を変更したいのですがどうすればよいですか？

Q６ 特別徴収税額を一括で納めることはできますか？

毎年４月１日現在の在職者は特別徴収が義務付けられていますが、４月２日以降に雇用された従業員等についても、
年度途中で特別徴収に切り替えることができますので、特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収切替届出（依頼）書」
を、電子申告（eLTAX：裏表紙参照）または郵送等（P.12参照）により提出してください。
（注１）すでに納期限が過ぎている普通徴収の税額は、特別徴収へ切り替えできません。
（注２）すでに他の特別徴収義務者（給与支払者）において特別徴収されている納税者（従業員等）は切り替えできません。

「特別徴収義務者の所在地･名称変更届出書」を電子申告（eLTAX：裏表紙参照）または郵送等（P.15・P.16参照）
により提出してください。

給与の支払を受ける従業員等が常時 10 人未満の特別徴収義務者（給与支払者）に限り、申請書を提出し、
承認を受けた場合には、納期を年 12 回（毎月）から年２回（６月分から 11 月分を 12 月 10 日まで、12 月分から翌年
５月分を翌年６月 10 日まで）とすることができます。詳しくは、「納期の特例」（P.６）をご確認ください。

Q３ 税額決定通知書に特別徴収できない従業員が記載されていますがどうすれば
よいですか？／特別徴収ではなく普通徴収にできませんか？

●異動届出書（P.1７）の「異動の事由」に該当する場合

次の異動事由に該当する場合は、電子申告（eLTAX：裏表紙参照）または郵送等により異動届出書を提出いただくこ
とで、特別徴収の対象外とすることができます。詳しくは P.７・P.８をご確認ください。
異動事由１転勤・転籍、２退職、３死亡、４休職、５長欠、６支払少額、７支払不定期、８その他
なお、「８ その他」の事由については、内容によっては、下記のとおり特別徴収の対象外とすることができない場合が

ありますので、ご了承ください。

●異動届出書（P.1７）の「異動の事由」に該当しない場合

なお、普通徴収として給与支払報告書を提出されていた場合でも、「給与支払報告書の提出」（P.２）に記載のとおり、
普通徴収切替理由書（兼 仕切紙）の添付や必要事項の記載がない場合、または「特別徴収の対象外とすることが
できる理由」（P.２）ａ～ｄのいずれにも該当しない場合は、そのまま特別徴収していただくこととなります。事業主や従業員等
の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできませんので、ご了承ください。

　地方税法第319条・第321条の４の規定により、所得税を源泉徴収している事業主（給与支払者）は、従業員等の
市民税・府民税・森林環境税を特別徴収していただく必要があります。特別徴収の対象となる従業員等は、毎年４月１
日において在職するすべての従業員等です。前年中に他の事業主から給与の支払を受けた方も、４月１日に在職する場
合は特別徴収が必要です。
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Q９ 税額変更後の税額が既に納入した税額を下回った場合は、その差額はどうなり
ますか？
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「特別徴収義務者の所在地･名称変更届出書」を電子申告（eLTAX：裏表紙参照）または郵送等（P.15・P.16参照）
により提出してください。

給与の支払を受ける従業員等が常時 10 人未満の特別徴収義務者（給与支払者）に限り、申請書を提出し、
承認を受けた場合には、納期を年 12 回（毎月）から年２回（６月分から 11 月分を 12 月 10 日まで、12 月分から翌年
５月分を翌年６月 10 日まで）とすることができます。詳しくは、「納期の特例」（P.６）をご確認ください。

Q３ 税額決定通知書に特別徴収できない従業員が記載されていますがどうすれば
よいですか？／特別徴収ではなく普通徴収にできませんか？

●異動届出書（P.1７）の「異動の事由」に該当する場合

次の異動事由に該当する場合は、電子申告（eLTAX：裏表紙参照）または郵送等により異動届出書を提出いただくこ
とで、特別徴収の対象外とすることができます。詳しくは P.７・P.８をご確認ください。
異動事由１転勤・転籍、２退職、３死亡、４休職、５長欠、６支払少額、７支払不定期、８その他
なお、「８ その他」の事由については、内容によっては、下記のとおり特別徴収の対象外とすることができない場合が

ありますので、ご了承ください。

●異動届出書（P.1７）の「異動の事由」に該当しない場合

なお、普通徴収として給与支払報告書を提出されていた場合でも、「給与支払報告書の提出」（P.２）に記載のとおり、
普通徴収切替理由書（兼 仕切紙）の添付や必要事項の記載がない場合、または「特別徴収の対象外とすることが
できる理由」（P.２）ａ～ｄのいずれにも該当しない場合は、そのまま特別徴収していただくこととなります。事業主や従業員等
の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできませんので、ご了承ください。

　地方税法第319条・第321条の４の規定により、所得税を源泉徴収している事業主（給与支払者）は、従業員等の
市民税・府民税・森林環境税を特別徴収していただく必要があります。特別徴収の対象となる従業員等は、毎年４月１
日において在職するすべての従業員等です。前年中に他の事業主から給与の支払を受けた方も、４月１日に在職する場
合は特別徴収が必要です。

- 26 -


